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韓国における不動産の非典型担保と利用権（上河内千香子）

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
抵
当
権
が
主
要
な
金
融
の
担
い
手
で
あ
る
一
方
で
、
民
法
施
行
後
間
も
な
く
の
時
期
か
ら
、
非
典
型
担
保
の

慣
行
が
存
続
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
非
典
型
担
保
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
意
義
の
一
つ
と
し
て
、
債
務
者
に
占
有
を
残
し
得
る
と

い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
点
は
、
特
に
、
動
産
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
。

（
１
）

一
方
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
優
れ
た
非
占
有
担
保
と
し
て
抵
当
権
が
あ
る
も
の
の
、
非
典
型
担
保
の
利
用
も
皆
無
で
は
な
く
、
仮

登
記
担
保
に
つ
い
て
は
、
仮
登
記
担
保
契
約
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
仮
登
記
担
保
法
と
略
す
る
）
が
制
定
さ
れ
・
同
法
に
お
い
て
は
、

（
２
）

担
保
権
と
利
用
権
の
関
係
を
規
律
す
る
も
の
と
し
て
、
法
定
借
地
権
制
度
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
隣
国
の
韓
国
で
は
、
後
述
の
通
り
、
わ
が
国
の
仮
登
記
担
保
法
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
仮
登
記
担
保
等
に
関
す
る
法
律
」

が
制
定
さ
れ
、
同
法
が
、
非
典
型
担
保
の
一
般
的
規
範
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
担
保
権
と
利
用
権
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
規
律
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
と
韓
国
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
九
二
五
条
二
項
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
故

に
、
共
に
、
不
動
産
の
非
典
型
担
保
を
観
念
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
不
動
産
制
度
に
つ
い
て
も
、
土
地
建
物
の
別
個
独

立
性
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
法
制
度
の
類
似
性
が
強
い
と
い
う
理
由
の
み
で
、
社
会
経
済
的
背
景
を
異
に
す
る
韓

八
研
究
ノ
ー
ト
Ｖ

問
題
提
起

韓
国
に
お
け
る
不
動
産
の
非
典
型
担
保
と
利
用
権

上
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国
法
の
取
扱
い
を
無
批
判
に
受
容
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
法
の
取
扱
い
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
担
保
権
と
利
用
権
の
調
整
を
客

観
的
に
検
討
す
る
素
材
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
角
に
基
づ
き
、
韓
国
法
の
取
扱
い
を
手
が
か

（
３
）

り
に
、
不
動
産
の
非
典
型
担
保
と
利
用
権
の
関
係
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
韓
国
民
法
に
お
け
る
抵
当
権
と
利
用
権
の
関
係
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
韓
国
法
で

（
４
》

は
、
わ
が
国
と
同
様
、
土
地
建
物
を
別
個
の
不
動
産
と
構
成
し
て
い
る
た
め
、
法
定
地
上
権
制
度
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
韓
国
民
法
で

（
５
）

は
、
不
動
産
利
用
権
と
し
て
、
賃
借
権
の
ほ
か
、
韓
国
独
自
の
制
度
で
あ
る
「
伝
貰
」
「
月
貰
」
と
い
う
制
度
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
利
用
権
と
抵
当
権
と
の
関
係
も
問
題
と
な
り
得
る
。

二
抵
当
権
と
利
用
権
の
調
整

（
１
）
法
定
地
上
権

（
６
）

韓
国
民
法
に
お
け
る
法
定
地
上
権
制
度
の
条
文
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
三
六
六
条
〈
法
定
地
ｆ
横
〉
抵
当
物
の
競
売
に
よ
り
土
地
及
び
そ
の
地
上
建
物
が
異
な
る
所
有
者
に
柵
し
た
鯛
合
に
は
、
土
地
所
有
者
は
、
建
物
所
有
者
に
対
し
て
地

上
権
を
設
定
し
た
も
の
と
み
な
す
．
た
だ
し
、
地
代
は
．
当
嚇
者
の
諭
求
に
よ
り
銭
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
．
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こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
わ
が
国
の
民
法
三
八
八
条
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
所
有
者
に
帰
属
す
る
土
地
建
物
の
一
方
又
は

双
方
に
抵
当
権
が
設
定
・
実
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
建
物
の
敷
地
利
用
権
が
認
め
ら
れ
な
い
故
に
生
ず
る
建
物
収
去
を
回
避
す
る

（
７
）

た
め
に
、
法
定
地
上
権
制
度
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
近
時
の
韓
国
に
お
け
る
民
法
改
正
で
は
、
三
六
六
条
に
加
え
て
、
法
定
地
上
権
に
つ
い
て
、
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
る
予

（
８
）

定
で
あ
る
。
そ
の
規
定
の
改
正
試
案
は
、
「
同
一
の
所
有
者
に
属
す
る
土
地
と
そ
の
地
上
建
物
が
、
所
有
者
を
異
に
す
る
と
き
に
は
、
（
９
）

建
物
所
有
者
の
た
め
に
、
存
続
期
間
を
定
め
て
い
な
い
地
上
権
設
定
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
と
推
定
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

右
の
改
正
試
案
は
、
同
一
所
有
に
属
す
る
土
地
建
物
の
所
有
が
、
強
制
競
売
、
売
買
、
贈
与
等
を
機
縁
と
し
て
分
離
し
た
場
合
、
当
事

者
間
に
建
物
を
収
去
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
「
朝
鮮
に
お
け
る
慣
習
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
地
上
権
を

（
⑪
）

認
め
て
き
た
判
例
を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
改
正
試
案
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、
土
地
又
は
建
物
の
売
買
契
約
当

（
Ⅲ
》

事
者
間
で
、
敷
地
利
用
権
と
し
て
、
賃
借
権
の
合
意
が
あ
る
場
〈
ロ
と
の
均
衡
を
失
し
て
い
る
等
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

右
の
改
正
試
案
は
、
修
正
を
加
え
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
改
正
案
と
な
っ
た
。

（
Ⅲ
）

韓
国
民
法
改
正
案
一
一
七
九
条
の
一
一
（
地
上
権
の
設
定
）
同
一
の
所
有
者
に
属
す
る
土
地
と
そ
の
地
上
建
物
が
法
律
行
為
に
よ
り
そ
の
所
有
者
が
異
に
な
っ
た
と
き
に
は
、

そ
の
建
物
所
有
者
の
た
め
に
存
続
期
間
を
定
め
な
い
地
上
権
設
定
契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

同
一
の
所
有
者
に
属
す
る
土
地
と
そ
の
地
上
建
物
が
抵
当
物
の
競
売
以
外
の
競
売
に
よ
り
そ
の
所
有
者
が
具
に
な
っ
た
と
き
に
は
第
三
六
六
条
を
準
用
す
る
．
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（
２
）
建
物
利
用
権
と
抵
当
権

ｉ
建
物
利
用
権
の
対
抗
力

①
「
伝
貰
権
」
「
月
貰
権
」
の
対
抗
力

韓
国
に
お
い
て
は
、
不
動
産
利
用
権
の
一
種
と
し
て
、
「
伝
貰
」
「
月
貰
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
伝
貰
権
と
は
、
伝
貸
金
を
支

（
、
）

（
Ⅲ
）

払
い
、
他
人
の
不
動
産
を
占
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
住
宅
の
利
用
権
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
伝
貰
権
設
定
者
（
家
主
）
は
、
伝
貸

金
を
運
用
し
て
利
益
を
上
げ
、
他
方
、
伝
貰
権
者
は
、
家
賃
と
伝
賞
金
の
利
息
を
相
殺
す
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
き
、
家
賃
を
支
払
わ

（
脇
）

（
応
）

ず
、
家
屋
返
還
の
際
に
、
伝
賞
金
の
返
還
を
受
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
月
貰
権
は
、
営
業
用
建
物
の
利
用
権
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

（
Ⅳ
）

（
聰
》

る
が
、
伝
貰
権
と
は
異
な
り
、
月
々
の
家
賃
を
支
払
う
。
伝
貰
権
及
び
月
貰
権
は
、
共
に
、
韓
国
の
慣
習
に
由
来
す
る
権
利
で
あ
る
が
、

（
四
）

韓
国
民
法
上
、
伝
貰
権
は
物
権
、
月
貰
権
は
債
権
と
構
成
さ
れ
て
お
り
、
登
記
が
対
抗
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
伝
貰
権
の

登
記
は
、
伝
貰
権
に
物
権
的
に
強
い
効
力
を
付
与
す
る
、
あ
る
い
は
、
金
融
機
関
か
ら
の
融
資
や
税
金
上
の
不
利
益
が
生
じ
る
、
な
ど

（
知
）

の
理
由
か
ら
、
住
宅
所
有
者
に
敬
遠
さ
れ
て
い
る
た
め
、
債
権
契
約
と
し
て
の
伝
貰
契
約
が
一
般
的
で
あ
る
。

②
不
動
産
賃
借
権
の
対
抗
力

不
動
産
賃
借
権
は
、
韓
国
民
法
六
二
一
条
二
項
に
よ
り
、
登
記
が
対
抗
要
件
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
と
同
様
、
賃
貸
人
の
優

（
則
》

越
的
地
位
等
の
た
め
、
賃
借
権
の
登
記
は
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

第
六
二
一
条
（
賃
貸
借
の
登
記
）
不
動
産
賃
借
人
は
、
当
事
者
間
に
反
対
の
約
定
が
な
け
れ
ば
、
賃
貸
人
に
対
し
て
そ
の
賃
貸
借
の
登
記
手
続
に
協
力
す
る
こ
と
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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右
の
三
条
一
項
に
よ
る
と
、
賃
借
権
が
登
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
宅
の
引
渡
し
、
及
び
住
民
登
録
に
よ
り
、
賃
借

（
麹
）

権
は
対
抗
力
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
住
民
登
録
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
住
民
の
居
住
関
係
、
あ
る
い
は
、
人
口
の

（
鯉
）

動
態
を
明
確
に
し
、
行
政
事
務
の
処
理
を
容
易
に
す
る
と
い
う
行
政
目
的
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
｝
」
の
要
件
は
、
住
民
の
異
動
を
把

（
鰯
）

握
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と
言
ロ
わ
れ
て
い
る
が
、
賃
借
人
の
保
護
を
阻
む
裁
判
例
を
生
む
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

③
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
三
条

上
述
の
よ
う
な
民
法
の
取
扱
い
に
よ
る
と
、
登
記
を
具
備
し
て
い
な
い
不
動
産
利
用
権
は
、
対
抗
力
を
有
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
た
め
、
借
家
人
は
、
建
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
居
住
が
不
安
定
と
な
り
、
伝
賞
金
、
保
証
金
の
返
還
が
確
保
さ
れ
な
い
可
能
性

が
あ
る
。
韓
国
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
住
宅
用
建
物
に
つ
い
て
は
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
二
九
八
一
年
制
定
）
、
商
事
用
建

（
醜
）

物
に
つ
い
て
は
商
事
用
建
物
賛
貸
借
保
護
法
（
一
一
○
○
一
年
制
定
）
に
よ
り
、
対
応
し
て
い
る
。
右
の
立
法
は
、
そ
の
名
称
か
ら
伺
え

る
よ
う
に
、
建
物
賃
借
権
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
未
登
記
の
伝
貰
権
も
、
本
法
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
住
宅
賃
貸

借
保
護
法
は
、
賃
借
権
の
対
抗
力
に
つ
い
て
、
三
条
一
項
に
規
定
を
設
け
て
い
る
。

第
三
条
（
対
抗
力
等
）
賃
貸
借
は
、
そ
の
登
記
が
な
い
場
合
に
も
賃
借
人
が
住
宅
の
引
渡
及
び
住
民
登
録
を
終
え
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
か
ら
第
三
者
に
対
し
て
効
力
が

発
生
す
る
。
こ
の
場
合
、
転
入
申
告
を
し
た
時
に
住
民
登
録
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

－
二
項
以
下
省
略
－

不
動
産
賃
貸
借
を
登
記
し
た
と
き
は
、
そ
の
時
か
ら
第
三
者
に
対
し
て
効
力
が
生
ず
る
．
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Ⅱ
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
賃
借
権
、
未
登
記
伝
貰
権
の
帰
趨

次
に
、
抵
当
権
の
実
行
に
伴
う
賃
借
権
の
帰
趨
を
見
て
み
よ
う
。
韓
国
民
法
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
短
期
賃
貸
借
保
讃
制

（
〃
）

度
（
旧
三
九
五
条
）
の
よ
う
な
規
定
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
建
物
へ
の
抵
当
権
設
定
前
に
賃
借
権
が
設
定
さ
れ
た
場

合
に
は
、
民
法
六
二
一
条
二
項
、
あ
る
い
は
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
三
条
の
対
抗
力
を
備
え
た
賃
借
権
は
、
抵
当
権
実
行
後
も
、
競
落

（
麹
）

人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
建
物
へ
の
抵
当
権
設
定
後
に
賃
借
権
が
設
定
さ
れ
た
場
〈
ロ
に
は
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
三
条

の
五
に
よ
り
、
抵
当
権
実
行
後
は
、
対
抗
力
を
備
え
た
賃
借
権
に
つ
い
て
は
、
保
証
金
が
全
額
弁
済
さ
れ
る
ま
で
存
続
す
る
も
の
の
、

（
麺
）

そ
れ
以
外
は
、
覆
滅
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
住
宅
の
引
渡
及
び
住
民
登
録
を
受
け
た
賃
借
人
が
、
住
民
登
録
を
一
時
的
に
移
転
さ
せ
て
い
る
間
に
、

抵
当
権
が
設
定
さ
れ
、
実
行
を
受
け
た
と
い
う
事
案
に
対
し
、
「
住
宅
の
引
渡
し
及
び
住
民
登
録
と
い
う
対
抗
要
件
は
そ
の
対
抗
力
取

得
時
に
備
え
る
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
そ
の
対
抗
力
を
維
持
す
る
た
め
に
も
引
続
き
存
在
し
な
い
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
裁
判

（
妬
）

例
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
住
宅
賃
借
借
保
護
法
は
、
賃
借
人
に
対
す
る
保
証
金
の
優
先
弁
済
を
認
め
る
形
で
、
賃
借
人
保
護
を
図
っ
て
い
る
。
ま
ず
、

一
一
一
条
の
二
第
二
項
に
よ
り
、
賃
借
人
は
、
三
条
一
項
の
対
抗
要
件
に
加
え
て
、
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
る
こ
と
に
よ

第
三
条
の
五
（
競
売
に
よ
る
賃
借
権
の
消
滅
）
賛
借
権
は
、
貫
借
住
宅
に
対
し
て
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
競
売
が
行
わ
れ
た
掲
合
に
は
、
そ
の
貸
借
住
宅
の
競
落
に
よ
り
消

滅
す
る
．
た
だ
し
、
保
証
金
が
全
額
弁
済
さ
れ
な
い
対
抗
力
が
あ
る
賃
借
権
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．
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さ
ら
に
、
同
法
八
条
一
項
及
び
三
項
は
、
三
条
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
賃
借
権
の
保
証
金
が
少
額
な
場
合
に
は
、
賃
借
人
が
、
保

（
釦
》

証
金
の
一
部
に
つ
い
て
、
他
の
担
保
権
者
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
｝
」
と
を
認
め
て
い
る
。 （
抑
）

り
、
後
順
位
権
利
者
や
債
権
者
に
優
先
し
て
保
証
金
の
弁
済
室
迄
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

第
八
条
（
保
証
金
中
一
定
額
の
保
護
）
賃
借
人
は
、
保
証
金
中
一
定
額
を
他
の
担
保
物
権
者
よ
り
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
賛
借
入
は
、
住

宅
に
対
す
る
競
売
申
請
の
登
記
前
に
第
三
条
第
一
項
の
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
三
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
．

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
弁
済
を
受
け
る
賃
借
人
及
び
保
証
金
中
一
定
額
の
範
囲
及
び
基
準
は
、
住
宅
価
額
（
垈
地
の
価
額
を
含
む
．
）
の
二
分
の
一
の
範
囲
内
に
お

三
条
の
二
（
保
証
金
の
回
収
）
賃
借
人
が
賃
借
住
宅
に
対
し
て
保
証
金
返
還
謂
求
訴
訟
の
確
定
判
決
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
債
務
名
義
に
基
づ
く
競
売
を
申
繭
す
る
場
合

に
は
、
民
事
訴
訟
法
第
四
九
一
条
の
こ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
反
対
義
務
の
履
行
又
は
屈
行
の
提
供
を
執
行
開
始
の
要
件
と
し
な
い
。

第
三
条
第
一
項
の
対
抗
要
件
及
び
賃
貸
借
契
約
証
書
上
の
確
定
日
付
を
備
え
た
賃
借
人
は
、
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
競
売
又
は
国
税
徴
収
法
に
よ
る
公
売
時
賞
借
住
宅

（
垈
地
を
含
む
．
）
の
換
価
代
金
か
ら
後
順
位
権
利
者
そ
の
他
債
権
者
よ
り
優
先
し
て
保
証
金
の
弁
済
を
受
け
る
梅
利
が
あ
る
。

い
て
大
統
領
令
で
定
め
る
。

１
三
項
以
下
省
略
Ｉ

こ
の
規
定
の
目
的
は
、
社
会
的
に
劣
悪
な
立
場
の
賃
借
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
韓
国
で
は
、
本
条
の
よ
う
な
効
力
を
備
え
る
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（
鉈
）

権
利
を
「
優
先
特
権
」
し
」
称
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
先
取
特
権
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
の
よ
う
に
、
上
述
の
よ

う
に
、
保
証
金
の
う
ち
の
一
定
額
が
「
優
先
特
権
」
と
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
過
去
に
、
賃
借
人
保
護
の
た
め
に
、
全
額

（
調
〉

に
す
る
旨
の
改
正
案
も
出
さ
れ
て
い
た
。
‐
〕
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
①
取
引
秩
序
の
根
本
的
な
破
壊
に
つ
な
が
る
、
②
住
宅
の

担
保
価
値
が
減
少
す
る
た
め
、
住
宅
所
有
者
が
住
宅
を
賃
貸
し
な
く
な
る
、
③
少
額
保
証
金
の
保
護
範
囲
を
超
え
る
保
証
金
の
値
上
げ

（
弧
）

を
惹
起
Ｉ
）
、
賃
借
人
の
保
護
に
反
す
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

韓
国
に
お
け
る
抵
当
権
と
賃
借
権
の
関
係
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
韓
国
法
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
と
は
異
な
る
形
で
、
賃

借
人
の
保
護
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
仮
装
賃
借
人
と
賃
貸
人
が
結
託
し
て
、
競
売
の
際
に
優
先
配
当

（
誼
）

を
受
け
る
一
」
と
に
よ
り
、
抵
当
権
者
を
害
す
る
、
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
っ
て
の
わ
が
国
と
同
様
、
建
物
賃

借
権
を
利
用
し
た
抵
当
権
侵
害
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
法
に
お
け
る
賃
借
人
の
保
証
金
の
取
扱
い
は
、

（
郷
）

わ
が
国
に
お
い
て
、
明
渡
猶
予
制
度
の
導
入
の
結
果
、
賃
借
人
に
対
す
る
敷
金
の
返
還
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
点
Ｌ
」
対
象
的
で
あ
る
。

韓
国
民
法
典
は
、
担
保
物
権
と
し
て
、
留
置
権
、
質
権
、
及
び
抵
当
権
を
予
定
し
て
い
る
が
、
実
際
の
取
引
の
現
場
で
は
、
わ
が
国

と
同
様
、
こ
れ
ら
の
担
保
制
度
の
不
便
さ
を
回
避
す
る
べ
く
、
譲
渡
担
保
、
買
戻
し
、
仮
登
記
担
保
等
、
所
有
権
移
転
構
成
の
担
保
方

法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
非
典
型
担
保
に
お
け
る
債
権
者
の
暴
利
を
防
ぎ
、
債
務
者
を
保
護
す
る
観
点

か
ら
、
一
九
八
三
年
に
「
仮
登
記
担
保
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
債
権
者
に
清
算
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
韓
国

一
一
一
不
動
産
の
非
典
型
担
保
と
利
用
権
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日
本
法
に
お
い
て
は
、
民
法
三
八
八
条
と
仮
登
記
担
保
法
一
○
条
は
、
基
本
的
な
構
造
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、
両
者
の
間
に
は
、

建
物
へ
の
担
保
権
の
設
定
、
及
び
、
成
立
す
る
敷
地
利
用
権
の
内
容
に
差
違
が
存
在
す
る
。
他
方
、
韓
国
法
で
は
、
別
の
形
で
、
民
法

と
仮
登
記
担
保
法
の
法
定
地
上
権
制
度
の
間
に
は
違
い
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
の
仮
登
記
担
保
法
に
お
け
る
法
定
地

上
権
制
度
は
、
民
法
三
六
六
条
と
は
異
な
り
、
土
地
と
建
物
に
共
同
仮
登
記
担
保
が
設
定
さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

立
法
時
に
、
土
地
建
物
の
双
方
に
仮
登
記
担
保
が
設
定
、
実
行
を
受
け
た
場
合
、
債
権
者
が
土
地
建
物
の
所
有
者
と
な
る
た
め
、
法
定

の
仮
登
記
担
保
法
は
、
日
本
法
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
条
及
び
二
条
一
項
に
よ
り
、
日
本
法
の
仮
登
記
担
保
法
と
は
異

（
説
）

な
り
、
仮
登
記
担
保
の
み
な
ら
ず
、
譲
渡
担
保
等
、
他
の
非
典
型
担
保
の
規
範
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
法
の
下
で
は
、
同
法
の
適
用
は
、

（
躯
）

提
訴
前
和
解
調
書
の
利
用
に
よ
り
、
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
同
法
の
規
制
に
よ
り
、
現
在
で
は
、
非
典
型
担
保
の
利

（
認
）

用
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
仮
登
記
担
保
法
に
お
い
て
は
、
利
用
権
と
の
調
整
規
定
と
し
て
、

法
定
地
上
権
に
関
す
る
規
定
二
○
条
）
、
及
び
、
仮
登
記
担
保
と
賃
借
権
を
調
整
す
る
規
定
（
五
条
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）
法
定
地
上
権

韓
国
の
仮
登
記
担
保
法
に
お
け
る
法
定
地
上
権
制
度
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

一
○
条
（
法
定
地
上
梅
）
土
地
及
び
そ
の
地
上
の
建
物
が
同
一
の
所
有
者
に
属
す
る
場
合
に
、
そ
の
土
地
又
は
建
物
に
対
し
て
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
有
権
を

取
得
し
、
又
は
担
保
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
建
物
の
所
有
を
目
的
と
し
て
そ
の
土
地
上
に
地
上
権
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
．
こ

の
場
合
、
そ
の
存
続
期
間
及
び
地
料
は
、
当
事
者
の
繭
求
に
よ
り
裁
判
所
が
定
め
る
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（
２
）
仮
登
記
担
保
と
賃
借
権
の
調
整

上
述
の
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
抵
当
権
と
賃
借
権
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
で
は
、

抵
当
権
で
は
な
く
、
仮
登
記
担
保
を
設
定
し
た
場
合
、
仮
登
記
担
保
と
賃
借
権
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
仮
登
記
担
保
法
五
条
五
項
に
よ
り
、
仮
登
記
担
保
の
設
定
に
劣
後
す
る
賃
借
権
は
、

仮
登
記
担
保
の
実
行
に
よ
り
、
消
滅
す
る
も
の
の
、
民
法
及
び
住
宅
賃
貸
借
保
護
法
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
賃
借
権
は
、
清
算
金
か

ら
の
保
証
金
の
支
払
い
と
賃
借
権
の
消
滅
が
同
時
履
行
（
五
三
六
条
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
人
の
保
護
が
図
ら

れ
て
い
る
。

（
伽
）

地
上
権
が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
、
と
二
口
わ
れ
て
い
る
。

第
五
条
（
後
順
位
権
利
者
の
権
利
行
使
）
後
順
位
権
利
者
は
、
そ
の
順
位
に
よ
り
債
務
者
等
が
支
払
い
を
受
け
る
清
算
金
に
対
し
て
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知

さ
れ
た
評
価
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
清
算
金
支
払
時
ま
で
そ
の
椛
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
債
権
者
は
、
後
順
位
権
利
者
の
要
求
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
０

債
権
者
が
第
二
項
の
明
細
及
び
証
番
を
受
け
て
後
順
位
権
利
者
に
補
算
金
を
支
払
っ
た
と
き
は
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
清
算
金
債
務
は
、
消
滅
す
る
。

第
一
項
の
権
利
行
使
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
清
算
金
を
差
押
又
は
仮
差
押
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

担
保
仮
登
記
後
に
対
抗
力
あ
る
賃
借
権
を
取
得
し
た
者
に
は
、
清
算
金
の
範
囲
内
に
お
い
て
民
法
第
五
三
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
．

第
一
項
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
．
そ
の
被
担
保
債
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
債
梅
の
明
細
及
び
証
書
を
債
権
者
に
提
示
・
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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（
１
）
法
定
地
上
権

韓
国
法
及
び
日
本
法
は
、
土
地
と
建
物
を
別
個
の
不
動
産
と
し
て
取
り
扱
い
、
こ
の
こ
と
か
ら
生
じ
る
敷
地
利
用
権
問
題
に
つ
い
て
、

法
定
地
上
権
制
度
で
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
法
定
地
上
権
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
そ
の
一
例

と
し
て
、
近
時
の
韓
国
民
法
の
改
正
に
よ
り
、
売
買
等
の
法
律
行
為
に
よ
り
、
土
地
建
物
の
所
有
が
分
離
す
る
場
合
に
は
、
地
上
権
の

設
定
契
約
が
推
認
さ
れ
る
規
定
が
加
え
ら
れ
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
両
者
に
つ
い
て
は
、
仮
登
記
担
保
法
上
の
法

定
地
上
権
（
借
地
権
）
に
設
け
ら
れ
た
民
法
典
上
の
法
定
地
上
権
制
度
と
の
差
異
に
も
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
場
合
に

は
、
建
物
へ
の
担
保
権
設
定
を
除
外
す
る
点
、
及
び
、
敷
地
利
用
権
の
内
容
を
賃
借
権
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
仮
登
記
担
保
法
一

○
条
と
民
法
三
八
八
条
の
法
定
地
上
権
と
の
間
に
差
異
が
あ
る
。
前
者
は
、
建
物
に
仮
登
記
担
保
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
停
止
条
件

付
き
借
地
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
こ
と
、
後
者
は
、
通
常
の
敷
地
利
用
権
の
内
容
が
賃
借
権
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
た

（
い
）

た
め
で
あ
る
。
他
方
、
韓
国
の
場
合
に
は
、
土
地
建
物
の
一
方
の
み
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
》
」
と
を
予
定
し
て
い
る
点
で
、
仮
登
記
担

保
法
と
民
法
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
の
、
敷
地
利
用
権
の
内
容
は
、
共
に
地
上
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
わ

が
国
で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
仮
登
記
担
保
権
の
実
行
で
は
な
く
、
強
制
競
売
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
に
成
立
す
る
敷
地
利
用

（
狸
）

権
が
地
上
権
か
、
あ
る
い
は
、
賃
借
権
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

韓
国
法
に
お
け
る
抵
当
権
及
び
非
典
型
担
保
と
利
用
権
の
調
整
は
以
上
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
韓
国
法
と
わ
が
国
の

取
扱
い
を
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

四
検
討
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（
３
）
不
動
産
の
非
典
型
担
保
の
あ
り
方
に
つ
い
て

韓
国
に
お
い
て
は
、
仮
登
記
担
保
法
が
他
の
非
典
型
担
保
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
不
動
産
の
非
典
型

担
保
が
激
減
し
、
根
抵
当
権
の
利
用
が
増
加
し
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
根
抵
当
権
の
規
定
が
一
ケ
条
し
か
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

（
“
》

と
が
そ
の
原
因
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
韓
国
民
法
の
改
正
に
よ
り
、
根
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
及
び
根
抵
当
権
設
定
者

韓
国
法
に
お
い
て
も
、
抵
当
権
設
定
に
劣
後
す
る
賃
借
権
は
、
わ
が
国
の
現
行
民
法
と
同
様
、
抵
当
権
の
実
行
に
よ
り
、
覆
滅
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
韓
国
法
は
．
賃
借
人
に
対
す
る
保
証
金
の
返
還
を
手
厚
く
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、

賃
借
人
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当
権
の
設
定
に
劣
後
す
る
賃
借
権
に
つ
い
て
も
、
対
抗
力
を
備
え
て
い
る
場
合
に
は
、

抵
当
権
実
行
後
も
、
全
額
の
保
証
金
の
返
還
が
な
い
限
り
、
擬
減
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
他
の
債
権
、
担
保
権
に
優
先
し
て
、
保
証
金

が
返
還
さ
れ
得
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
人
の
保
讃
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仮
登
記
担
保
法
に
お
い
て
も
、
賃
借
人
に

対
す
る
保
証
金
返
還
と
明
渡
し
を
同
時
履
行
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
人
の
保
讃
を
図
っ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
韓
国
法
の
取
扱
い

は
、
明
渡
猶
予
制
度
の
下
で
、
賃
借
人
に
対
す
る
敷
金
の
返
還
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
、
わ
が
国
の
現
状
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る

｝
つ
。 （
２
）
建
物
利
用
権
と
抵
当
権
の
調
整

建
物
賃
借
権
と
抵
当
権
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
と
韓
国
は
、
別
個
の
制
度
を
用
い
て
い
る
。
わ
が
国
の
民
法
は
、
抵
当
権
と

賃
借
権
の
調
整
に
つ
い
て
、
か
つ
て
、
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
が
抵
当
権
の
実
行
妨
害
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
情
を
踏
ま
え
て
、
抵

当
権
の
実
行
に
よ
り
、
賃
借
権
が
覆
滅
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
明
渡
猶
予
制
度
（
民
三
九
五
条
）
及
び
抵
当
権
者
の
同
意
制
度
（
民
三

八
七
条
）
を
採
用
し
た
。
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を
保
護
す
る
目
的
で
、
二
ケ
条
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
今
後
、
根
抵
当
権
に
関
す
る
立
法
が
、
韓
国
の

不
動
産
の
非
典
型
担
保
の
実
態
に
与
え
る
影
響
を
分
析
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
韓
国
法
固
有
の
物
権
で
あ
る
伝
貰
権
は
、
用
益
物
権
と
担
保
物
権
の
両
方
の
性
質
を
備
え
た
物
権
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的

性
質
を
担
保
物
権
と
解
し
た
場
合
、
民
法
制
定
を
機
に
成
文
化
し
た
慣
習
法
上
の
担
保
物
権
と
い
う
位
置
付
け
が
可
能
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
不
動
産
の
非
典
型
担
保
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
伝
貰
権
の
動
向
か
ら
、
示
唆
を
得

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

註

（
１
）
教
科
番
等
で
は
、
抵
当
権
で
は
な
く
、
不
動
産
の
非
典
型
担
保
を
利
用
す
る
利
点
と
し
て
、
公
の
競
売
を
回
避
し
得
る
、
あ
る
い
は
、
抵
当

権
の
負
担
を
回
避
し
得
る
、
な
ど
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
務
に
お
い
て
不
動
産
の
非
典
型
担
保
が
利
用
さ
れ
る
理
由
が
、

右
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２
）
そ
の
一
方
で
、
仮
登
記
担
保
法
に
お
い
て
は
、
民
法
旧
三
九
五
条
の
よ
う
な
、
担
保
権
と
賃
借
権
を
調
整
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
「
仮
登
記
担
保
法
の
諸
問
題
」
ジ
ュ
リ
六
七
五
号
四
六
頁
以
下
（
吉
野
発
言
）
（
一
九
七
八
年
）
に
お
い
て
は
、
仮
登
記
担
保

に
つ
い
て
は
、
旧
三
九
五
条
の
適
用
を
否
定
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
仮
登
記
担
保
と
賃
借
権
の
調
整
に
つ
い
て
、

旧
三
九
五
条
の
類
推
適
用
が
争
わ
れ
た
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
五
六
年
七
月
一
七
日
（
民
集
三
五
巻
五
号
九
五
○
頁
）
が
あ
る
。
本
判
決
で

は
、
①
仮
登
記
の
順
位
保
全
の
効
力
に
は
何
ら
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
、
②
仮
登
記
担
保
法
は
、
短
期
賃
貸
借
保
護
制
度
の
準
用
を
否

定
す
る
立
場
を
採
用
し
て
い
る
、
③
短
期
便
貸
借
が
対
抗
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
仮
登
記
担
保
権
者
は
仮
登
記
に
基
づ
く
本
登
記
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
類
推
適
用
を
否
定
し
た
．

（
３
）
本
稿
は
、
平
成
一
五
年
～
平
成
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
Ｔ
）
「
非
典
型
担
保
の
実
態
・
解
釈
・
立
法
」
の
研
究
の
成
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（
４
）
石
昌
目
「
韓
国
に
お
け
る
住
宅
賃
借
権
－
伝
貰
制
度
を
中
心
に
－
」
北
法
五
○
巻
四
号
二
○
六
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
金
相
容
『
物
権
法

全
訂
版
増
補
』
七
二
四
頁
（
法
文
社
一
一
○
○
三
年
）
。

（
５
）
伊
藤
進
「
韓
国
に
お
け
る
不
動
産
利
用
権
に
関
す
る
法
律
の
改
正
」
『
私
法
研
究
著
作
集
第
二
巻
民
法
論
下
』
五
二
頁
（
信
山
社
一
九
九

四
年
）
に
よ
る
と
、
一
棟
の
建
物
の
一
部
の
利
用
を
目
的
と
し
て
、
比
較
的
少
額
の
保
証
金
が
授
受
さ
れ
る
場
合
に
は
賛
貸
借
、
他
方
、
建

物
全
体
、
あ
る
い
は
、
建
物
の
一
部
で
あ
っ
て
も
高
価
な
事
務
室
用
、
店
舗
用
を
利
用
す
る
場
合
で
、
比
較
的
多
額
の
保
証
金
が
授
受
さ
れ

る
場
合
に
は
、
伝
貰
権
の
構
成
が
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
。

（
６
）
本
稿
で
取
り
上
げ
た
韓
国
法
の
条
文
は
、
基
本
的
に
、
前
田
達
明
編
『
史
料
民
法
典
』
一
八
○
○
頁
以
下
（
成
文
堂
二
○
○
四
年
）
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
六
法
冨
苔
筆
尋
ヨ
ヨ
．
、
の
ｏ
ｎ
量
の
⑪
・
８
』
ロ
ー
尋
巳
］
切
耳
の
①
亘
⑪
】
困
一
を
参
照
し
た
。

（
７
）
金
・
前
掲
注
（
４
）
七
二
四
頁
以
下
。

（
８
）
韓
国
民
法
の
改
正
の
過
程
及
び
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
鄭
鍾
休
「
韓
国
民
法
の
現
代
化
（
｜
）
」
民
商
一
一
一
六
巻
二
号
一
頁
（
二
○
○
二
年
）

（
９
）
梁
彰
洙
「
最
近
の
韓
国
民
法
典
改
正
作
業
」
民
商
一
二
七
巻
四
・
五
号
一
八
○
頁
（
二
○
○
一
一
一
年
）
。

（
⑩
）
梁
・
前
掲
注
（
９
）
一
八
○
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
本
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
の
存
在
自
体
を
疑
問
視
し
て
お
り
、
本
文
の
よ
う
な

改
正
試
案
に
批
判
的
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
梁
・
前
掲
注
（
９
）
一
八
一
頁
。
な
お
、
伊
藤
・
前
掲
注
（
５
）
五
二
頁
に
よ
る
と
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
他
人
の
土
地
を
利
用
す
る
た
め

に
地
上
権
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
。

（
皿
）
金
祥
洙
「
民
法
改
正
案
に
つ
い
て
（
下
）
」
際
商
一
一
一
二
巻
九
号
一
二
七
四
頁
（
二
○
○
四
年
）
。

（
里
高
翔
龍
『
現
代
韓
国
法
入
門
』
一
六
八
頁
（
信
山
社
一
九
九
八
年
）
、
尹
大
成
「
伝
貰
権
の
歴
史
と
解
釈
」
『
創
世
紀
の
日
韓
民
事
法
学
Ｉ

高
翔
龍
先
生
日
韓
法
学
交
流
記
念
』
一
一
一
八
三
頁
（
信
山
社
二
○
○
五
年
）
、
石
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
四
頁
に
よ
る
と
、
伝
賞
金
は
、
通

果
で
あ
る
。

以
下
参
照
。
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（
肥
）
韓
国
民
法
三
一
七
条
参
照
。

（
Ⅳ
〉
高
・
前
掲
注
（
旧
）
一
七
三
頁
．

（
旧
）
伝
貰
権
、
月
貰
権
の
史
的
検
討
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
尹
論
文
参
照
。

（
四
〉
高
・
前
掲
注
〈
旧
）
一
六
七
頁
以
下
。

（
加
）
石
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
九
頁
以
下
。

（
Ⅲ
）
石
・
前
掲
注
（
４
）
一
九
三
頁
、
季
根
植
「
韓
国
民
事
法
の
諸
問
題
１
財
産
法
ｌ
」
金
嬬
洙
・
石
川
明
編
著
『
韓
国
民
事
法
の
現
代
的
諸
問

題
』
二
六
頁
（
慶
応
通
信
一
九
九
一
年
）
、
三
上
威
彦
「
韓
国
改
正
民
事
法
の
諸
問
題
に
つ
い
て
ｌ
日
本
法
の
立
場
か
ら
－
」
同
五
八
頁
。

（
蛇
）
延
基
榮
「
商
事
用
建
物
賃
貸
借
保
讃
法
の
主
要
内
容
と
問
題
点
」
『
現
代
の
韓
国
法
』
一
五
七
頁
（
有
信
堂
高
文
社
二
○
○
四
年
）
に
よ

る
と
、
同
法
は
、
商
事
用
建
物
で
あ
り
、
保
証
金
が
大
統
領
令
に
定
め
た
金
額
以
下
で
あ
る
零
細
商
人
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
。

（
翌
延
・
前
掲
注
（
犯
）
一
五
八
頁
に
よ
る
と
、
商
事
用
建
物
賃
貸
借
保
護
法
三
条
に
お
い
て
も
、
建
物
の
引
渡
し
と
事
業
者
登
録
を
要
件
と
し

た
、
同
様
の
規
定
が
愚
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
忽
高
・
前
掲
注
（
里
一
八
一
頁
以
下
。

常
、
家
屋
の
代
価
の
半
額
乃
至
七
、
八
割
と
い
う
。

（
Ｍ
）
韓
国
民
法
三
○
三
条
一
項
に
よ
る
と
、
伝
賞
金
は
、
不
動
産
の
後
順
位
権
利
者
及
び
一
般
債
権
者
に
対
し
て
優
先
的
に
弁
済
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
貰
権
は
、
用
益
物
権
と
担
保
物
権
の
性
質
を
兼
ね
備
え
た
物
権
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
尹
大
成
・

前
掲
注
（
旧
）
四
一
五
頁
以
下
に
よ
る
と
、
伝
貰
権
の
基
本
的
性
質
を
用
益
物
権
と
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
担
保
物
権
と
解
す
る
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
見
解
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
尹
教
授
は
、
伝
貰
権
の
歴
史
的
経
緯
を
重
視
さ
れ
、

基
本
的
性
質
は
担
保
物
権
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
採
ら
れ
て
い
る
）
。

（
脂
）
石
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
七
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
韓
国
で
は
、
高
金
利
故
に
、
伝
貰
保
証
金
に
対
す
る
利
子
相
当
額
を
借
賃
と
見
る
こ
と
が

石
・
前
掲
注
（
４
）

で
き
る
、
と
い
う
。
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（
妬
）
高
・
前
掲
注
（
旧
）
一
八
二
頁
以
下
に
よ
る
と
、
こ
の
要
件
は
、
過
去
二
回
の
同
法
の
改
正
の
際
に
、
廃
止
の
意
見
が
出
さ
れ
た
と
い
う
。

（
妬
）
高
・
前
掲
注
（
Ｂ
）
一
八
三
頁
。

（
〃
）
高
滉
植
「
韓
国
の
不
動
産
担
保
法
制
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
と
課
題
」
Ｉ
Ｃ
Ｄ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
ｓ
一
○
号
九
六
頁
（
二
○
○
三
年
）
、
梁
・
前
掲
注

（
９
）
一
六
八
頁
。
金
痒
均
「
韓
・
日
民
事
執
行
法
上
の
主
要
制
度
と
論
点
の
比
較
」
『
竹
下
守
夫
先
生
古
稀
祝
賀
権
利
実
現
過
程
の
基
本

構
造
』
一
二
一
一
一
頁
（
有
斐
閣
二
○
○
二
年
）
に
も
同
旨
と
思
わ
れ
る
記
載
が
あ
る
。

（
躯
）
金
・
前
掲
注
（
４
）
七
二
三
頁
。

（
羽
）
こ
こ
で
い
う
対
抗
力
あ
る
賃
借
権
は
、
同
法
三
条
の
四
に
よ
り
、
民
法
六
二
一
条
の
登
記
の
な
さ
れ
た
賃
借
権
も
含
む
よ
う
で
あ
る
。

（
迎
延
・
前
掲
往
く
蛇
）
一
五
九
頁
に
よ
る
と
、
商
事
用
建
物
賃
貸
借
保
護
法
五
条
二
項
に
お
い
て
も
、
同
様
の
規
定
が
あ
る
と
い
う
。

（
劃
）
同
条
の
保
護
を
受
け
る
賃
借
人
の
範
囲
及
び
保
証
金
の
範
囲
は
、
八
条
三
項
に
よ
り
、
大
統
領
令
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
例
え
ば
、
金
・
前
掲
注
（
〃
）
’
三
二
頁
．
高
・
前
掲
注
（
旧
）
一
八
六
頁
、
石
・
前
掲
注
（
４
）
一
九
九
頁
以
下
に
よ
る
と
、

ソ
ウ
ル
の
場
合
、
賃
借
保
証
金
が
三
○
○
○
万
ヴ
オ
ン
以
下
の
賃
借
権
に
つ
い
て
、
一
二
○
○
万
ヴ
ォ
ン
の
優
先
弁
済
権
が
認
め
ら
れ
る
、

と
い
う
。
な
お
、
延
・
前
掲
注
（
犯
）
一
六
二
頁
に
よ
れ
ば
、
商
事
用
建
物
賃
貸
借
保
護
法
一
四
条
に
も
、
同
様
の
規
定
が
あ
る
と
い
う
。

（
犯
）
高
・
前
掲
注
（
〃
）
九
六
頁
に
よ
る
と
、
韓
国
で
は
、
賃
借
人
の
保
証
金
は
日
本
で
い
う
先
取
特
権
と
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
全
く
不
満
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
応
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
石
・
前
掲
注
（
４
）
一
九
九
頁
に
お
い
て
も
、

同
趣
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
翌
高
・
前
掲
注
（
旧
）
’
八
六
頁
。

（
例
）
高
・
前
掲
注
（
Ｕ
一
八
六
頁
以
下
。

（
誼
）
延
・
前
掲
注
（
亜
）
一
七
一
頁
、
金
・
前
掲
注
（
〃
）
’
二
六
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
商
・
前
掲
注
（
〃
）
九
三
頁
は
、
こ
の
よ
う
な
問

題
は
、
民
事
執
行
法
の
厳
格
な
適
用
に
よ
り
、
下
火
に
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
釦
）
廷
・
前
掲
注
（
川
）
一
七
六
頁
（
藤
井
俊
二
執
筆
）
で
は
、
こ
の
点
は
、
三
九
五
条
改
正
の
際
に
参
考
と
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
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（
蛆
）
生
熊
・
前
掲
注
（
Ｕ
一
八
頁
以
下
。

（
週
高
・
前
掲
注
（
〃
）
八
七
頁
。

（
Ⅳ
）
李
・
前
掲
注
（
別
）
一
七
頁
、
三
上
・
前
掲
注
（
Ⅲ
）
五
二
頁
。
な
お
、
金
相
容
田
村
耕
一
監
修
「
韓
国
に
お
け
る
資
産
の
流
動
化
及
び

非
典
型
担
保
ｌ
金
相
容
『
物
権
法
』
ｌ
」
熊
法
一
○
八
号
一
四
三
頁
（
二
○
○
五
年
）
で
は
、
仮
登
記
担
保
法
は
、
登
記
・
登
録
に
よ
り
公

示
さ
れ
な
い
品
物
や
財
産
権
を
目
的
と
す
る
非
典
型
担
保
に
も
類
推
適
用
さ
れ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
詔
）
金
・
田
村
注
（
師
）
一
四
三
頁
。
提
訴
前
和
解
調
書
の
利
用
と
は
、
債
務
者
が
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
時
点
で
、
提
訴
前
和
解
調
書
を
作
成

し
、
債
権
者
に
本
登
記
を
し
て
、
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
遡
高
・
前
掲
注
（
〃
）
八
七
頁
。

（
側
）
金
・
田
村
前
掲
注
（
辺
一
六
一
頁
。
も
っ
と
も
、
同
書
に
お
い
て
は
、
土
地
建
物
双
方
に
仮
登
記
担
保
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
も
、
一
方

の
み
が
実
行
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
土
地
及
び
建
物
に
対
し
て
、
各
々
別
個
の
債
権
者
の
た
め
に
仮
登
記
担
保
を
設
定
し
、
実
行
を
受
け
る
場

合
も
考
え
ら
れ
る
た
め
．
同
条
を
民
法
三
六
六
条
と
同
様
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
虹
）
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
違
い
を
設
け
る
合
理
性
に
つ
い
て
、
生
熊
長
幸
「
仮
登
記
担
保
と
法
定
借
地
権
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
九
八
巻
一
八
頁
以
下

（
一
九
七
九
年
）
、
村
田
博
史
「
仮
登
記
担
保
契
約
と
土
地
利
用
権
」
法
時
五
二
巻
四
号
一
三
九
頁
以
下
（
一
九
八
○
年
）
は
、
懐
疑
的
な

見
解
を
示
し
て
い
る
．

て
い
る
。


